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「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・ 拡充及び 

業務改善助成金コールセンター設置について 
     

 

「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・ 拡充を８月から実施しています。 

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低

い賃金（事業場内最低賃金）の引き上げを図るため 、「業務改善助成金」制度を設け

ています 。 

このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・

小規模事業者に対して、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げを行いました。 

また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大や、45 円コースの新設・同一年度内の

複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上が図れました。 

この制度では、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための

設備投資などを行う中小企業・小規模事業者の皆さまにその設備投資などに要した費

用の一部を助成しています。 

 

問い合わせに対応するため、業務改善助成金コールセンターが設置されました。 

運用開始日：8 月 10 日（火） 

専用電話番号：０３－６３８８－６１５５ 

 

資料等は、熊本労働局ホームページに掲載しています（ダウンロード可）。 

 

 

令和3 年8 月10 日 

【照会先】 

  熊本労働局雇用環境・均等室 

   室長                        桑原光照 

   室長補佐（企画担当）              佐藤真人 

   助成金係長                    佐藤浩美 

   （電話）０９６－３５２－３８６５ 

厚生労働省 

熊本労働局からのお知らせ 



熊本労働局版 令和3年8月から

「業務改善助成金」が使いやすくなります

○助成金受給の流れや申請先等については裏面をご覧ください。

（※1）

（※2）

（※1）

※申請期限：令和４年１月３１日

コース区分
引上

げ額

引き上げる

労働者数

助成

上限額
助成対象事業場 助成率

20円コース 20円
以上

１人 ２０万円

以下の２つの要件を
満たす事業場

・事業場内最低賃金と熊
本県の 地域別最低賃金
793円（R2.10.1)との
差額が30円以内【823
円以下
なお、地域別最低賃金
改定後は改定後の金額と
の差額が30円以内

・事業場規模100人以下

４／５

生産性要件を満たした場合は
９／１０

２～３人 ３０万円
４～６人 ５０万円
７人以上 ７０万円
10人以上 ８０万円

30円コース 30円
以上

１人 ３０万円
２～３人 ５０万円
４～６人 ７０万円
７人以上 １００万円
10人以上 １２０万円

45円コース 45円
以上

１人 ４５万円
２～３人 ７０万円
４～６人 １００万円
７人以上 １５０万円
10人以上 １８０万円

60円コース 60円
以上

１人 ６０万円
２～３人 ９０万円
４～６人 １５０万円
７人以上 ２３０万円
10人以上 ３００万円

90円コース 90円
以上

１人 ９０万円
２～３人 １５０万円
４～６人 ２７０万円
７人以上 ４５０万円
10人以上 ６００万円

（※2）

(※1) PC、スマホ、タブレットの新規購入、貨物自動車なども「生産量要件」に該当し生産性向上の効果が認められる場合は対象になります。
（引上げ額30円以上の場合に限る）

「生産量要件」：売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近３ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比
べて、30％以上減少している事業者

（新設）

変更後のコース内容

『業務改善助成金』は、生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金（事業場内
最低賃金）」の引上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、
設備投資など（機械設備(※1)、コンサルティング導入や人材育成・教育
訓練）を行った場合に、その費用の一部を助成します。

助成金の
概要

業務改善助成金 検索詳しくはHPをご覧ください！

◆ 熊本県以外の地域に事業場がある場合は、その地域の地域別最低賃金が適用されますので、詳しくは該当の都道府県労働局にお問い
合わせください。

(※2)「生産性」とは、
企業の決算書類から算出
した、労働者１人当たり
の付加価値を指します。
助成金の支給申請時の
直近の決算書類に基づく
生産性と、その３年度前
の決算書類に基づく生産
性を比較し、伸び率が一
定水準を超えている場合
等に、加算して支給され
ます。

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）



厚生労働省 ／ 熊本労働局雇用環境・均等室 熊本市西区春日2丁目10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階 電話096-352-3865

（R３.８.１０)

交付申請書・事業実施計画などを、
熊本労働局雇用環境・均等室に
提出

審
査

交付決定後、
提出した計画に
沿って事業実施

労働局に
事業実施結果
を報告

支給

助成金支給までの流れ

審
査

働き方改革推進支援資金

◆ 日本政策金融公庫では、事業場内最低賃金の引上げに取り組む者に対して、設備資金や
運転資金の融資を行っています。
詳しくは、日本政策金融公庫熊本支店、八代支店の窓口にお問い合わせください。

～・業務改善助成金の活用事例・～

ご留意頂きたい事項
◆ 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
◆ 事業完了の期限は令和４年３月３１日です。

その他の変更点

◆ 同一年度内に複数回（2回まで）申請することができます。

お問い合わせ先 ※コールセンターが設置されました！

◆ 熊本働き方改革推進支援センター
熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7 電話 0120-04-1124

◆ 業務改善助成金コールセンター 専用電話 03-6388-6155




